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浄化槽を正しく使ってきれいな水環境を守りましょう
　浄化槽は維持管理を適正に行わないと、浄化槽から放流される水の水質が悪化したり、悪臭が発生し
てしまうことになり、生活環境の悪化の原因となってしまいます。浄化槽の機能を十分に発揮させるた
めに、定期的な点検、清掃及び法定検査の実施をお願いいたします。また、浄化槽の設置や管理者の変
更等については手続きが必要となりますので、ご注意ください。

浄化槽を使用するにあたっての各種手続きについて
①浄化槽を設置する場合、設置する２１日以上前（型式認定を受けた浄化槽は１０日前）に設置届を提
出してください。
但し、建物の新築及び増改築に伴って浄化槽を設置する場合には、建築確認申請に浄化槽の調書等を
添付するため、設置届出の提出は必要ありません。

②浄化槽の使用を開始したとき、管理者の変更、休止・再開・廃止するときは、それぞれ届出が必要で
す。詳しくは、長瀞町ホームページでご確認ください。

　Ｆhttps://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/page24272/

浄化槽の維持管理について
　浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施することが義務付
けられています。
①保守点検
　機器等の点検、故障に伴う簡易な修理、害虫の駆除、消毒薬の補充等を行います。点検の回数は浄
化槽の規模や処理方法により変わります。知事の登録を受けた保守点検業者と契約し、実施してくだ
さい。
②清　　掃
　浄化槽内の汚泥引抜きや機器等を洗浄する作業です。毎年１回浄化槽の清掃が義務づけられていま
す。皆野・長瀞下水道組合から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に委託してください。
○清掃業者（順不同）　伊藤商事☎６２・４５６６　伊藤衛生社☎６２・０５２８
③法定検査
　浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に動作しているか検査します。
使用を開始して８ヶ月以内に受検する「設置後の検査」（７条検査）、毎年１回受検する「定期検査」（11
条検査）の２種類があります。検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。
　（一社）埼玉県浄化槽協会法定検査部　☎０４８・５０１・５７０７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｆhttps：//saijohkyo.or.jp

　公共浄化槽（市町村整備型）を使用している方は、皆野・長瀞下水道組合が管理者となるため、手続き
は組合で行います。今後、合併処理浄化槽の設置を希望される方は、皆野・長瀞下水道組合にお問い合わ
せください。☎６６・０７４７

　 問合せ 　町民課　環境衛生担当　☎６６・３１１１　内線１２６

　４０歳以上で長瀞町国民健康保険加入者対象の特定健康診査及び後期高齢者医療保険加入者対象の健
康診査について、今年度発行の受診券の有効期限は１２月３１日となっております。
　ご自身の健康のため、ご家族のため、ご友人のため、ぜひ特定健診を受診しましょう。特定健診を受
診することが、生活習慣病予防・改善につながります。
　ご自身が対象でない方も、対象のご家族やご友人で受診していない方がいらっしゃれば、受診を勧め
てください。
　まだ受診をしていない方で受診券等がお手元に無い方は、再発行をさせていただきますので担当まで
ご連絡をお願いします。

 問合せ 　健康こども課　健康づくり担当　☎６６・３１１１　内線１３２、１３３

特定健康診査・後期高齢者健康診査は受けましたか？


